
特集

違
法
政
権
・
安
倍
官
邸
の「
犯
罪
」

　
◆
特
集
に
あ
た
っ
て

　

安
倍
政
権
の
下
で
、
お
よ
そ
常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
な

い
政
治
の
腐
敗
が
表
面
化
し
て
い
る
。
昨
年
末
か
ら
、「
桜

を
見
る
会
」、「
河
井
克
行
前
法
相
夫
妻
の
公
選
法
違
反
問

題
」「
Ｉ
Ｒ
カ
ジ
ノ
汚
職
」、
前
代
未
聞
の
検
察
人
事
介
入
、

そ
し
て
検
察
の
人
事
介
入
を
法
制
度
化
す
る
検
察
庁
法
案

の
国
会
提
出
と
い
う
新
た
な
問
題
が
明
る
み
に
出
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
ど
れ
一
つ
取
り
上
げ
て
も
、
政
権
が

倒
れ
る
よ
う
な
重
大
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
一
昨
年
の
森
友
学
園
、
加
計
学
園

の
問
題
か
ら
、
統
計
不
正
、
イ
ラ
ク
派
遣
自
衛
隊
の
日
報

隠
し
、
セ
ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
発
言
ま
で
、
ず
っ
と
続
い

た
ウ
ソ
と
ご
ま
か
し
の
政
治
の
延
長
線
上
の
問
題
で
あ
る

と
同
時
に
、
安
倍
政
権
に
よ
る
政
治
の
私
物
化
と
腐
敗
が

極
限
に
ま
で
行
き
つ
い
た
問
題
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

政
治
的
道
義
的
責
任
に
と
ど
ま
ら
な
い
法
的
責
任
、
安
倍

官
邸
自
体
が
「
犯
罪
」
に
関
わ
っ
て
い
る
疑
い
を
究
明
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
特
集
は
、
安
倍
政
権
の
こ
う
し
た「
犯
罪
的
行
為
」を

具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
、
政
権
の
本
質
を
改
め
て
問
う

も
の
で
あ
る
。

　

今
、
世
界
中
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
が

蔓
延
す
る
中
で
、
多
く
の
国
々
の
首
脳
が
支
持
率
を
伸
ば

し
て
い
る
の
に
比
べ
、
安
倍
首
相
の
支
持
率
は
各
社
世
論

調
査
で
下
落
し
続
け
、
不
支
持
率
が
上
回
る
傾
向
が
顕
著

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
四
六
六
憶
円
を
か

け
て
布
マ
ス
ク
二
枚
を
各
戸
に
配
布
す
る（「
ア
ベ
ノ
マ
ス

ク
」）、
首
相
自
身
が
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
優
雅
に
過
ご
す

動
画
を
配
信
す
る（「
ア
ベ
ノ
動
画
」）な
ど
の「
場
当
た
り
的

な
失
策
」が
原
因
と
海
外
メ
デ
ィ
ア
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

実
は
、こ
う
し
た「
ア
ベ
ノ
失
策
」は
、安
倍
政
権
に
と
っ

て
は
「
失
策
」
で
は
な
く
て
政
権
の
本
質
な
の
で
は
な
い

か
。
安
倍
政
権
は
、
国
民
の
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
発

想
が
そ
も
そ
も
な
く
、
ま
た
、
物
事
は
首
相
と
数
人
の
官

邸
中
枢
だ
け
で
決
め
て
し
ま
う
専
横
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て

お
り
、
緊
急
事
態
と
い
う
危
機
の
中
で
こ
う
し
た
政
権
の

本
質
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

武
村
正
義
元
官
房
長
官
は
、
誌
上
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中

で
、「
長
期
政
権
は
腐
敗
す
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
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安
倍
政
権
は
そ
れ
を
地
で
い
っ
て
い
ま
す
ね
。
公
文
書
の

改
ざ
ん
な
ど
は
政
権
の
傲
慢
そ
の
も
の
で
あ
り
、
犯
罪
的

行
為
で
す
。」と
述
べ
て
い
る
。

　
「
桜
を
見
る
会
」
の
問
題
を
見
て
み
る
と
、
安
倍
首
相
が

国
民
の
税
金
を
使
っ
て
自
ら
の
後
援
会
員
や
反
社
会
的
人

物
ま
で
含
め
て
自
ら
の
取
り
巻
き
の
人
々
に
利
益
を
与
え

た
こ
と
、
そ
う
し
た
便
宜
供
与
に
関
連
し
た
安
倍
首
相
自

身
の
行
為（
収
支
報
告
不
記
載
に
よ
る
政
治
資
金
規
正
法
違

反
行
為
、
寄
附
に
よ
る
公
職
選
挙
法
違
反
行
為
な
ど
）が
刑
事

責
任
に
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
責
任
を
回
避
す

る
た
め
に
内
閣
府
は
招
待
者
名
簿
を
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か

け
て
廃
棄
し
、
証
拠
隠
滅
を
は
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
、
安
倍
首
相
の
法
的
責
任
を
追
及
す
る
法
律
家
の
運

動
が
始
ま
り
、
刑
事
告
発
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る（
小

野
寺
論
文
、
泉
澤
論
文
）。

　

河
井
案
里
参
議
院
議
員
の
陣
営
に
よ
る
公
職
選
挙
法
違

反
事
件
に
つ
い
て
は
上
脇
博
之
論
文
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
報
道
で
は
、
河
井
克
行
前
法
相
が
参
院
選

前
、
広
島
選
挙
区
の
首
長
、
県
議
、
市
議
ら
に
現
金
を
渡

し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
自
民
党
中
枢（
す
な
わ
ち
官
邸

中
枢
）の
意
向
で
自
民
党
本
部
か
ら
河
井
夫
妻
が
代
表
を
務

め
る
自
民
党
の
二
支
部
に
入
金
さ
れ
た
選
挙
資
金
一
億
五

千
万
円
の
使
途
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
事
件

も
ま
た
、
官
邸
中
枢
が
関
連
し
て
い
る
。

　

秋
元
司
Ｉ
Ｒ
担
当
副
大
臣
が
５
０
０
ド
ッ
ト
コ
ム
社
か

ら
の
収
賄
容
疑
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
事
件
は
国
際
カ
ジ

ノ
企
業
か
ら
の
不
正
な
働
き
掛
け
の
一
環
で
あ
り
、
安
倍

首
相
自
身
に
国
際
カ
ジ
ノ
企
業
サ
ン
ズ
か
ら
働
き
掛
け
が

あ
り
、
そ
れ
が
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
の
会
談
、
国
会
で
の

Ｉ
Ｒ
法
の
強
行
可
決
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
横
山
実
論
文
、
新
里
論
文
参
考
）。
ま
た
、
国
際
カ
ジ
ノ
企

業
サ
ン
ズ
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
安
倍
首
相
が
、
東
京
へ

の
カ
ジ
ノ
誘
致
で
小
池
都
知
事
と
連
携
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
見
方
も
あ
る（
横
田
一
論
文
）。

　

以
上
の
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
桜
を

見
る
会
」
の
問
題
は
安
倍
首
相
自
身
が
刑
事
告
発
を
受
け

る
当
事
者
的
立
場
に
あ
り
、河
井
夫
妻
事
件
の
原
因
と
な
っ

た
巨
額
選
挙
資
金
の
投
入
は
安
倍
官
邸
中
枢
の
意
向
に
よ

る
も
の
と
言
わ
れ
て
お
り
、
秋
元
事
件
は
国
際
カ
ジ
ノ
企

業
の
不
正
行
為
の
一
環
で
あ
る
と
こ
ろ
、
安
倍
首
相
自
身

が
国
際
カ
ジ
ノ
企
業
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
事
件
に
も
直
接
間
接
の
違
い
は

あ
る
も
の
の
安
倍
官
邸
の
関
わ
り
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
ま
さ
に
そ
の
捜
査
の
最
中
に
、
安
倍
内
閣
は
定
年
退

職
の
予
定
で
あ
っ
た
黒
川
東
京
高
検
検
事
長
の
勤
務
を
延

長
す
る
こ
と
を
閣
議
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
検

察
庁
法
に
違
反
す
る
と
の
声
が
あ
が
る
と
、
検
察
庁
法
の

改
正
案
を
通
常
国
会
に
提
出
す
る
に
及
ん
だ
。
こ
の
間
の

経
過
は
、
菅
原
前
経
産
相
や
河
井
夫
妻
へ
の
公
選
法
違
反

疑
惑
、
秋
元
議
員
の
収
賄
事
件
、「
桜
を
見
る
会
」
私
物
化

疑
惑
で
の
安
倍
首
相
自
身
へ
の
刑
事
告
発
と
い
っ
た
一
連

の
事
態
に
直
面
し
て
、「
官
邸
の
番
人
」
と
言
わ
れ
る
黒
川

氏
を
次
期
検
事
総
長
に
就
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
察
の
政

治
家
へ
の
追
及
を
弱
め
る
こ
と
に
真
の
ね
ら
い
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る（
晴
山
論
文
参
考
）。

　

本
特
集
が
、
安
倍
官
邸
の
法
的
責
任
の
追
及
に
役
立
つ

こ
と
を
願
う
。
安
倍
官
邸
の
専
横
政
治（
国
政
の
私
物
化
と

法
の
支
配
の
破
壊
）と
決
別
し
、
法
と
道
義
に
基
づ
い
た
、

国
民
の
い
の
ち
と
く
ら
し
を
守
る
新
た
な
政
治
を
求
め
て

い
き
た
い
。

 

（「
法
と
民
主
主
義
」編
集
委
員
会
　
南
　
典
男
）
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